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子ども医療費助成の通院（外来）対象年齢を拡大します！

申請の流れ

▶︎手続きに必要な書類が届く

▶︎申請書を提出する

▶︎保険年金課が
　申請書や添付書類を確認

▶︎受給券が届く

2 月 24 日㈮まで

３月中旬頃

１月中旬頃

問 健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
☎ 24-0816　FAX 24-5870

【HP 番号：16059】

PICKPICK  UP!UP! 新型コロナワクチン接種
＜予約・問い合わせ先＞ 彦根市コールセンター ☎0120-152811＜予約・問い合わせ先＞ 彦根市コールセンター ☎0120-152811

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く、8：30～17：00）（土・日曜日、祝日、年末年始を除く、8：30～17：00）※令和4年12月14日時点の情報です。最新情報は、彦根市ホームページをご確認ください。※令和4年12月14日時点の情報です。最新情報は、彦根市ホームページをご確認ください。

接種を受けることは強制ではありません。
接種の有無で差別的な扱いを行うことがないようお願いします。

▲ワクチン情報▲ワクチン情報

滋賀県広域ワクチン接種センター滋賀県広域ワクチン接種センター 対象者
▶︎ 12 歳以上で 3 ～ 5 回目接種の人

モデルナ（2 価）

滋賀県がフレスポ彦根（松原町）でワクチン接種を実施しています。
予約は滋賀県県ホームページ（QR コード）からのみです。
☎ 050-3665-9654（9：00 〜 17：00、金曜日のみ 9：00 〜 21：00）

予約なし接種もあり！予約なし接種もあり！

３

集団接種

対象者
▶︎ 12 歳以上で 3 ～ 5 回目接種の人

受付時間（接種時間）13：45～16：45（14：00～17：00）
接種日 実施時間帯

2 月 4日㈯ 午後

実施場所

くすのきセンター

グリーンピアひこね

2月 11日（土•祝） 午後 彦根市役所

2月 18日㈯
くすのきセンター

2月 25日㈯

午後

午後※ 2 月接種日分の予約は
　1 月 17 日㈫ 8：30 からです。

２

ファイザー（2 価）

　国が定める接種実施期間は 3 月 31 日
㈮までです。
　対象者数や予約状況を踏まえ、接種
会場や日数は少なくなります。
　接種を希望される方はなるべく早めの
ご予約をお願いします。

個別接種
（医療機関）

１

対象者
▶︎ 生後 6 か月以上で初回接種の人
▶︎ 5 歳以上で 3 ～ 5 回目接種の人

◀︎接種ができる医療機関やワクチン種類などは
　彦根市ホームページやコールセンターでご確
　認ください。

※ウェブ、コールセンターからの、2 月接種日分（３～５回目接種）の
　ファイザー 2 価（12 歳以上）の予約は 1 月 17 日㈫ 8：30 からです。

ノババックス
ファイザー（1 価）

ファイザー（2 価）
※初回接種は、生後 6か月～ 4歳の人は３回、
　5歳以上の人は２回接種します。

※接種可能時期になっても届かない人は
　コールセンターへご連絡ください。

接種券の申請が必要な人
▶生後 6か月～ 4歳の人
　（ワクチン接種は 3月末で終了するため、1月 13
　日㈮までに１回目を開始する必要があります）
▶前回接種後に転入した人
▶紛失した人など

各種手続き
　　▼

　これまで小学３年生までの子どもを対象とし
ていた通院（外来）医療費助成の対象年齢を、令
和５年４月診療分から小学６年生 (12 歳に達し
た日以後の最初の３月 31 日 ) までに拡大します。

＜新たに対象となる方へ＞
▶︎福祉医療費受給券(子ども医療)を発行しますので、申
請手続きを行ってください。令和５年４月以降に県内
の医療機関を受診する際に本券をご提示いただくと、
保険適用内の医療費が無料になります。

▶︎対象児童の保護者には、１月中旬頃に案内と申請書
を送付しますので、必ず期限内に提出をお願いします。

▶︎受給券の発送は 3 月中旬頃を予定しています。期
限が過ぎてからの申請も受け付けますが、郵送の場合、
３月中に受給券が届かないこともありますので、ご注
意ください。

▶︎ひとり親家庭や重度心身障害者を対象とした福祉
医療費受給券をお持ちの方や、生活保護受給中の方な
どは、引き続き現在の助成制度を利用できることから、
申請書は送付しません。

対象児童 
▶︎新小学 1 年生
( 平成 28 年 4 月 2 日～同 29 年 4 月 1 日生まれ )
▶︎新小学 5・６年生
( 平成 23 年 4 月 2 日～同 25 年 4 月 1 日生まれ )

＜すでに福祉医療費受給券（子ども医療）をお持ちの方へ＞
　現在、受給券をお持ちの小学１年生から小学３年生
については、小学 6 年生まで利用できる受給券を新た
に送付しますので、令和５年４月以降は新しい受給券
をご利用ください ( 申請は不要 )。有効期限の過ぎた受
給券は破棄してください。

問 保険年金課☎ 30-6136　FAX 22-1398
【HP 番号：4901】


